
別表１の２　添付書類（第９条関係） 

※　添付書類は、発行者の印影があるもので、年度内に発行されたものとする。ただ

し、開業届については、発行された年度を問わない。  

申請者 添付書類 

集合住宅の

所有者又は

使用権原を

有する者 

事

業

者 

法人 ・現在事項全部証明書又は、履歴事項全部証明書の写し 

個人事

業主 

・開業届の写し 

市民 ・住民票の写し又は、運転免許証の表面及び裏面の写し、 

マイナンバーカードの表面の写し　※うちいずれか一つ 

マンション

管理組合 

・管理組合の現在の代表者が選定されたことを証する書類（総会議事録等） 

※書類作成日、マンション管理組合名、代表者名等記載されていること 

共通 ・見積書（本体価格及びその値引きの額等が明記されているもの） 

・補助金振込先（銀行名・支店、口座名義（カタカナ）、口座番号）が確認できる書類 

・札幌市以外から受ける補助金の交付額が分かる書類(補助金額確定通知等） 

・その他市長が必要と認める書類 

経済産業省

補助金を申

請する場合 

・経済産業省補助金確定通知書（写し） 

・経済産業省補助金の実績報告時に提出した次の書類（オンライン申請・アップロード

書類含む）一式（写し） 

・公募兼交付申請書（写し）（経済産業省補助金交付申請書） 

・マンション等であることを証する書類（写し）（建築確認通知書、確認済証等） 

・管理組合の現在の代表者が選定されたことを証する書類（写し） 

・充電設備の発注書、請求書（内訳書含む） 

・充電設備本体、工事費の支払いを証する領収書 

・充電設備設置工事実績申告（オンライン申請の場合） 

・（実績）充電設備（オンライン申請の場合） 

・充電設備本体の保証書　（写し）（発行されない商品の場合は不要） 

・要部写真（充電スペースの全景、充電設備本体の設置場所、充電設備の銘板（型式・

製造番号等）等） 

・図面（設置場所見取図、平面図、電気系統図、配線ルート図） 

・充電設備の設置が「住民総会」等で決議されている、又は理事会での合意がされてい

ることを証する書類(写し) 

・建物の所有者がわかる書類（写し）（登記事項証明書） 

経済産業省

補助金を申

請しない場

合 

・マンション等であることを証する書類（写し）（建築確認通知書、確認済証等） 

・管理組合の現在の代表者が選定されたことを証する書類（写し） 

・充電設備の発注書、請求書（内訳書含む）（写し） 

・充電設備本体、工事費の支払いを証する領収書（写し） 

・充電設備本体の保証書（写し）（発行されない商品の場合は不要） 

・要部写真（充電スペースの全景、充電設備本体の設置場所、充電設備の銘板（型式・

製造番号等）等） 

・図面（設置場所見取図、平面図、電気系統図、配線ルート図） 

・充電設備の設置が「住民総会」等で決議されている、又は理事会での合意がされてい

ることを証する書類（写し） 

・建物の所有者がわかる書類（写し）（登記事項証明書） 


